
 

川崎市療育手帳交付事務取扱要領 

 

（目的） 

第１条 川崎市療育手帳制度実施要綱（平成２０年７月１４日川健障福第５３３号。

以下「要綱」という。）に基づく療育手帳の交付に関する事務の取り扱いについ

ては、要綱に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

（療育手帳の交付手続） 

第２条 要綱第３条の規定による療育手帳の交付申請は、「療育手帳交付申請書」

により行うものとする。 

２ 前項の申請書の様式は、第２号様式のとおりとする。 

３ 要綱第４条第１項及び第２項の通知の様式は第３号様式のとおりとする。 

（療育手帳の記載事項） 

第３条 療育手帳に記載する事項は、次のとおりとする。 

(１) 知的障害者の氏名、住所又は居所及び生年月日 

(２) 知的障害者の写真（写真の規格は、別表第１号のとおりとする。） 

(３) 障害の程度 

(４) 判定年月日、判定機関及び次回判定年月日 

(５) 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の種別 

(６) 保護者の氏名、住所及び知的障害者との続柄 

 (７) その他市長が必要と認める事項 

２ 療育手帳の様式は、第１号様式のとおりとする。 

３ 第１項第３号の障害の程度は、別表第２号のとおりとする。 

４ 第１項第５号の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の種別は、別表第３号のとおり

とする。 

（判定依頼等） 

第４条 要綱第３条第２項の規定による判定の依頼は、判定依頼書により行うもの

とする。 

２ 児童相談所長又は障害者更生相談所長（以下「判定機関の長」という。）は、

前項の判定依頼を受けたときは、交付対象者について判定を行い、判定結果、障

害程度及び次回判定日等を記載した判定書又は判定完了者リストを作成し、福祉

事務所長あて送付するものとする。 

３ 児童相談所長は、交付対象者について、おおむね６ヵ月以内に別表第４号に掲

げる地域支援室又は地域療育センターにおいて評価が行われているときは、当該

評価の結果をもって前項の判定に代えることができるものとする。 



 

（市外からの転入者の取り扱い） 

第５条 他の指定都市又は都道府県において療育手帳の交付を受けた者（以下「転

入者」という。）の療育手帳の交付手続については、第２条第１項、第２項、第

３項及び第４条第１項、第２項の規定によるほか、次によるものとする。 

(１) 転入者は、第２条に規定する申請の際に、前住所地の判定資料を活用するこ

とに同意することができる。 

(２) 判定機関の長は、前号に規定する同意があったときは、他の指定都市又は都

道府県の判定資料を活用して判定を行うことができる。 

(３) 転入者は、本市の療育手帳の交付を受けたときは、他の指定都市又は都道府

県において交付を受けた療育手帳を福祉事務所長に提出しなければならない。 

(４) 他の指定都市又は都道府県において交付を受けた療育手帳は、本市の療育手

帳の交付を受けるまでの間は、暫定的に使用ができるものとする。 

２ 前項第１号の同意に関する様式は、第２号様式のとおりとする。 

（療育手帳の再判定の取り扱い） 

第６条 要綱第５条の規定による再判定の療育手帳の交付手続については、第２条

第１項、第２項及び第４条第１項、第２項の規定を準用する。 

２ 判定機関の判定結果が、別表第２号に掲げるものに該当しなくなった場合は、

そのことを障害程度の確認を受けた者に通知しなければならない。 

３ 前項の通知に関する様式は、第４号様式のとおりとする。 

（記載事項の変更） 

第７条 要綱第６条の届出の様式は、第５号様式のとおりとする。 

２ 福祉事務所長は、前項の規定による届出があった場合は、その記載事項を変更

して手帳を交付するものとする。 

（療育手帳の再交付） 

第８条 要綱８条による療育手帳の再交付申請の様式は、第５号様式のとおりとす

る。 

２ 前項の規定による申請は、療育手帳を汚損し、若しくはき損した場合、又は療

育手帳の記載欄に余白がなくなった場合においては、その手帳を添付して行い、

紛失した場合で再交付後に旧手帳を発見したときは、速やかにこれを福祉事務所

長に提出しなければならない。 

（療育手帳の返還手続） 

第９条 要綱第９条の規定による療育手帳の返還は、手帳を添付して第５号様式の

届出により行うものとする。 

（療育手帳交付台帳等） 



 

第１０条 福祉事務所長は、次の事項を記載した療育手帳交付台帳を備えるものと

する。 

(１) 療育手帳の交付番号及び交付年月日 

(２) 知的障害者の氏名、住所及び生年月日 

(３) 療育手帳に記載されている障害程度及びその確認に関する事項 

(４) 保護者の氏名、住所及び続柄 

(５) 療育手帳交付の再交付の年月日及び理由 

２ 福祉事務所長は、療育手帳の交付を受けていた者が、療育手帳を返還したとき

又は本市から転出した場合は、その手帳に関する部分を台帳より抹消するものと

する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２０年７月１４日から施行する。 

（旧川崎市療育手帳交付事務取扱要領の廃止） 

２ 旧川崎市療育手帳交付事務取扱要領は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要領の施行日の前日までに旧川崎市療育手帳交付事務取扱要領の規定に

より、福祉事務所長が行った決定その他の行為又は福祉事務所長に対してなされ

た申請その他の行為で、この要領の施行の際現に効力を有するものは、この要領

の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要領は、令和３年１０月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要領は、令和７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要領の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分

の間、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要領は、令和８年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要領の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分

の間、引き続きこれを使用することができる。 



別表第１号（第３条関係） 
 
 写真の規格 
 
 
 
 
 
 
 
 
（備考） 
１ 写真は、脱帽して上半身を写したものであること。 
２ 写真は、原則として療育手帳申請のときから６か月以内に撮影したものであること。 
 
 
別表第２号（第３条、第６条関係） 
 

川崎市療育手帳障害程度区分表 

障 害 の 程 度 
知能指数等の状況等 

区分 細区分 

Ａ 
（重度） 

 

Ａ１ 
（最重度） 

著しい知的発達遅滞があり、標準化されたビネー式知能検査によ

りえられた指数（以下「指数」という。）が、おおむね２０以下のも

の。 

Ａ２ 
（重度） 知的発達遅滞があり、指数がおおむね２１以上３５以下のもの。 

Ｂ 
（その他） 

Ｂ１ 
（中度） 知的発達遅滞があり、指数がおおむね３６以上５０以下のもの。 

Ｂ２ 
（軽度） 

１ 知的発達遅滞があり、指数がおおむね５１以上７５以下のもの。 
２ 上記のいずれの区分にも該当しないものであって、判定機関の

長が特に必要と認めた場合。 

 
 
 
 
 
 

 

４ｃｍ 

３ｃｍ 



別表第３号（第３条関係） 
 
 川崎市療育手帳旅客運賃割引種別表 

種 別 障害程度区分 

第１種知的障害者 

１ 別表第２号川崎市療育手帳障害程度区分表（以下「障害程度区分表」

という。）において、Ａに該当するもの。 
２ 障害程度区分表において、Ｂ１に該当するものであって、かつ１級

から３級までの身体障害者手帳の交付を受けているもの。 

第２種知的障害者 障害程度区分表においてＢに該当するものであって、第１種に該当しな

いもの。 

※ 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に関しては、療育手帳に「第一種」又は「第二種」を表記する。 
 
 

別表第４号（第４条関係） 
 
 判定の読替えを可能とする地域支援室又は地域療育センター 

【地域療育センター名】 【地域支援室名】 

南部地域療育センター 南部地域支援室 

中央療育センター 中部地域支援室 

川崎西部地域療育センター 北部地域支援室 

北部地域療育センター 

 
 



第１号様式

なんぶちいきしえんしつ
〇南部地域支援室 ０４４ (２００) ０８３４

ちゅうぶちいきしえんしつ
〇中部地域支援室 ０４４ (７５０) ０６８６

ほくぶちいきしえんしつ
〇北部地域支援室 ０４４ (２８１) ６６２１

なんぶじどうそうだんじょ
〇南部児童相談所 ０４４ (５４２) １２３４

ちゅうぶじどうそうだんじょ
〇中部児童相談所 ０４４ (８７７) ８１１１

ほくぶじどうそうだんじょ
〇北部児童相談所 ０４４ (９３１) ４３００

び こう
備 考

そう だん おう き かん
あ な た の 相 談 に 応 じ る 機 関

かわさき し ない ふく し じ む しょ

〇川崎市内の福祉事務所
かわさき ふくし じ む しょ

川崎福祉事務所 ０４４ (２０１) ３２１５

さいわい ふくし じ む しょ

幸 福祉事務所 ０４４ (５５６) ６６５４

なかはら ふくし じ む しょ

中原福祉事務所 ０４４ (７４４) ３２６５

たか つ ふくし じ む しょ

高津福祉事務所 ０４４ (８６１) ３３２６

みやまえ ふくし じ む しょ

宮前福祉事務所 ０４４ (８５６) ３２６１

た ま ふくし じ む しょ

多摩福祉事務所 ０４４ (９３５) ３２９６

あさお ふくし じ む しょ

麻生福祉事務所 ０４４ (９６５) ５１５９

引運賃で使うときには、切符を買うときに、
この手帳を提示するとともに、乗車中も必
ずこの手帳をお持ちください。

記号によって、受けられる制度と受けられ
ない制度があります。詳しくは、福祉事務
所などの相談機関にお問い合わせください。

そう だん き ろく
相 談 の 記 録

ねんがっぴ ない よう きかんめい
年月日 内 容 機関名

ほ ご しゃ き ろく
保 護 者 の 記 録

でんしゃ ひこう き こうつうき かん わり

ちゅう い じ こう
注 意 事 項

１ この手帳はなくなさいように大切にお持
ちください。

２ 児童相談所や福祉事務所などへ行かれる
ときは必ずお持ちください。も

３ 手帳の中に書かれている本人又は保護者
の住所・氏名に変更があったときはすぐに
福祉事務所へ届けてください。

４ この手帳は他人に譲ったり貸したりする

５ この手帳の判定の記録欄「A」「B」の記号
は障害の程度を示すものです。

６ 電車、バス、飛行機などの交通機関を割

７ この手帳に表示されている障害の程度の

８ この手帳が不要となった場合は、福祉事
務所にお返しください。

てちょう たいせつ も

じどうそうだんじょ ふくし じ む しょ い

かなら

てちょう なか か ほんにんまた ほ ご しゃ

じゅうしょ し めい へんこう

ふく し じ む しょ とど

てちょう たにん ゆず か

てちょう はんてい き ろくらん き ごう

しょうがい てい ど しめ

びきうんちん つか きっぷ か

てちょう ていじ じょうしゃちゅう かなら

てちょう

てちょう ひょうじ しょうがい てい ど

き ごう う せい ど う

せい ど くわ ふく し じ む

しょ そうだんき かん と

てちょう ふ よう ば あい ふくし じ

む しょ かえ

ことはできません。

療 育 手 帳
川崎市第 号

氏名

（写 真）

３ × ４cm

川 崎 市

しめい

かわ さき し

交付日

再交付日
さいこう ふ び

こう ふ び

りょう いく て ちょう
旅客鉄道株式会社旅客運賃減額

本 人 の 欄

現住所 〒

電話

現住所 〒
電話 ー ー

現住所 〒
電話 ー ー

げんじゅうしょ

げんじゅうしょ

げんじゅうしょ

でん わ

でん わ

でん わ

ほん にん らん

りょかくてつどうかぶしきかいしゃうんちんげんがく

（変更日 年 月 日）
へん こう び ねん がつ にち

（変更日 年 月 日）
へん こう び ねん がつ にち

判 定 の 記 録
はん てい き ろく

（身体障害 級）

障害の程度
（総合判定）
合併障害

判定年月日
次回の判定
判 定 機関

しょうがい てい ど

そう ごう はん てい

がっぺい しょうがい

しんたいしょうがい きゅう

じかい はんてい

はんていねんがっぴ

はんてい き かん

障害の程度
（総合判定）
合併障害

判定年月日
次回の判定
判 定 機関

しょうがい てい ど

そう ごう はん てい

がっぺい しょうがい

しんたいしょうがい きゅう

じかい はんてい

はんていねんがっぴ

はんてい き かん

（身体障害 級）

（総合判定）
障害の程度

合併障害

判定年月日

しょうがい てい ど

そう ごう はん てい

がっぺい しょうがい

しんたいしょうがい きゅう

はんていねんがっぴ

判 定 機関
はんてい き かん

（身体障害 級）

保 護 者 の 欄
ほ ご しゃ らん

前 回 の 判 定 記 録
ぜん かい はん てい き ろく

電話 ｰ ｰ
でん わ

電話 ｰ ｰ
でん わ

現住所 〒

氏名
続柄
げんじゅうしょ

ぞくがら

し めい

（変更日 年 月 日）
へんこうび ねん がつ にち

現住所 〒
げんじゅうしょ

し めい
氏名

かわさきしだい ごう

も

あ



 
第２号様式（第２条、第５条、第６条関係） 
 

療 育 手 帳 交 付 申 請 書 
 

  年  月  日 
 

 （あて先）川崎市    福祉事務所長 
 
 

           申請者氏名（本人又は保護者）             
 
１ 下記のとおり申請します。 

事 

由 新規 ・ 再判定 ・ 転入    （該当する項目を〇で囲んでください。） 

本 

人 

ふりがな 
氏 名 

   
生年 
月日

 
    年  月  日 

住 所 〒 
（電話            ） 

保 

護 

者 

ふりがな 
氏 名 

 
続 
柄 

 
生年 
月日

 
    年  月  日 

住 所 〒 
（電話            ） 

 
２ 同意書（該当する項目を〇で囲んでください。） 

 （１）地域支援室又は地域療育センターの判定資料を活用することに同意します。 

    （川崎市療育手帳交付事務取扱要領第４条第３項） 

   ※ 上記の判定資料を活用できるのは新規申請のみとなります。 

 （２）旧住所（都道府県名：          判定機関名：           ）の 

判定資料を資料として活用することに同意します。 

    （川崎市療育手帳交付事務取扱要領第５条第１項第１号） 

    旧住所地：                      

 

 本申請に係る療育手帳の交付を受けました。   手帳番号（川崎市第       号） 
              年  月  日   氏名                     



 
第３号様式（第２条、第５条、第６条関係） 
 
 
            様 

 

  療手 第   号 

  年  月  日 

 

療育手帳の交付について 

 

 

                        川崎市   福祉事務所長  印 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった療育手帳につきましては､次の理由により通知 

いたします。 

対 象 者 氏 名  

申 請 事 由  

通 知 内 容  

手 帳 番 号   

障 害 程 度  

再 判 定 年 月  

 

 

 

 

 

（備考） 

 この決定に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この決定の取消しを求める訴えは、この通知書を

受け取った日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に係る決裁の送達を受けた日）の

翌日から起算して６月以内に川崎市を被告として（川崎市長が被告の代表となります。）提起す

ることができます。 



 
第４号様式（第６条関係） 
 
 
            様 
 
 

  療手 第   号 

  年  月  日 

 

療 育 手 帳  非 該 当 通 知 書 

 

 

                        川崎市   福祉事務所長  印 

 

 

 次の理由により、療育手帳制度の定める障害程度区分について非該当となりましたので、通知

いたします。 

 なお、この通知を受けた方もしくは保護者は、すみやかに療育手帳を福祉事務所長までお返し

ください。 

 

 

１ 手帳の交付を受けていた方の氏名 

 

             様 

 

 

２ 非該当の理由 

  年  月  日に受けられた判定の結果が、療育手帳交付の対象と認められなかったため。 

 

 

 

 

（備考） 

 この決定に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この決定の取消しを求める訴えは、この通知書を

受け取った日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に係る決裁の送達を受けた日）の

翌日から起算して６月以内に川崎市を被告として（川崎市長が被告の代表となります。）提起す

ることができます。 



 
第５号様式（第６条、第７条、第８条、第９条関係） 
 

療 育 手 帳       届 出 書 
 

  年  月  日 
 

 （あて先）川崎市    福祉事務所長 
 

           届出者氏名（本人又は保護者）             
 

１ 下記のとおり届け出ます。 
  ※ 届出事由については、該当する項目を〇で囲んでください。 
 ※ 届出事由が「内容変更」及び「返還」の場合は理由発生日を記入してください 
  ※ 手帳情報は必ず記入してください。また、障害程度は該当する項目を〇で囲んでください。 
  ※ 手帳情報の氏名欄について、内容変更の場合は変更前の氏名を記入してください。 

届 

出 

事 

由  

再 交 付 紛失 ・ 破損 ・ その他（        ） 

内容変更 
本  人 （ 氏名 ・ 住所 ・ 連絡先 ） 
保護者 （ 氏名 ・ 住所 ・ 連絡先 ） 【事由発生日】 

 
     年  月   日 返    還 

市外転出  ・  非 該 当 
死  亡  ・  その他（      ） 

手 

帳 

情 
報 

ふりがな 
氏 名 

   
生年 
月日

 
    年  月  日 

手帳番号 川崎市第      号（ 交付年月日：     年  月  日 ） 

障害程度 Ａ１  ・  Ａ２  ・  Ｂ１  ・  Ｂ２ 
 
２ 内容変更 

 ※ 届出事由が内容変更の場合に記入します。 

変更の内容 変更前 変更後 

本  人 

氏  名   

住  所 
 
 

 

連 絡 先   

保 護 者 

氏  名   

住  所 
 
 

 

連 絡 先   

再 交 付 

内容変更 

返  還 


